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 特別規則書 
【公示】  
 本競技会は、ＦＩＡの国際スポーツ競技規則及び国際カート規 
則、ならびにそれに準拠したＪＡＦの国内競技規則およびＪＡＦ

国内カート競技規則に従い、準国内競技として開催される。

第１条 競技会の名称及び日程 
【ダイナマイト・カート・イン・セントラル2007】  

 第１戦   ３月１１日(日) 
 第２戦   ５月 ６日(日) 
 第３戦   ７月２９日(日) 
 第４戦   ９月２９日(日) 
  
 
第２条 競技会の格式 カートＪＡＦ公認制限付き及び準国内格式 
第３条 主催者    株式会社 セントラルサーキット 
  〒679-1132 兵庫県多可郡中町坂本字草山521-1 
第４条 開催場所  
 セントラルサーキット（１周２，８０４ｋｍ右回り） 
第５条 大会組織    
 大会役員、大会審査委員、競技役員等は、付則にて記す。 
第６条 タイムスケジュール  
 タイムスケジュールは公式通知に示す 
第７条 レース区分・周回数  
 ＳＦＣ１．ＳＦＣ２   １ ２ Ｌ Ａ Ｐ

 Formula ＭＡＸ（以下Ｆ－ＭＡＸに略す） １０ＬＡＰ

第８条 競技種目  
 ＳＦＣ１．ＳＦＣ２ リブレ車両によるスプリントレース 
 Ｆ－ＭＡＸ   ＦＣ－２規定によるスプリントレー

ス 
第９条 参加資格    
  １．参加ドライバーは、セントラルサーキットのライセンス（暫

 定ライセンスも可）並びに本競技会開催期間中に有効なカ

 ート国内Ａの所持を原則とし、カート国内Ｂ所持者の場合

 は、制限付競技に３回以上の出場経験者、又は、当サーキ

 ットを３時間以上の走行経験者とする。 
  ２．ドライバー１名に対し、２名までのピット要員を登録する

 ことが出来る、そのピット要員は本競技会開催期間中に有

 効なピットクルーに登録され保険・共済会手続を完了した

 ものでなければならない。 

 
第１０条 出場申込  
  １．申込場所 セントラルサーキットレース事務局 
     ℡０７９５－３２－３７６６ 
                        〒６７９－１１３２ 
                      兵庫県多可郡多可町中区坂本字草山521-1 
  ２．申込み期間はレース開催１０日前迄とする。 
  ３．出場料及び暫定ライセンス 
 １種目（ＳＦＣ） ２２，０００円 
    （Ｆ－ＭＡＸ） ２０，０００円 
    ピット要員２名 共済会費１名 １，０００円 

        暫定ライセンス１大会／７日間 ８，３００円      

            セントラルサーキットライセンス保持者は省く 
  ４．第４戦 耐久レース出場料はは別紙参照とする。 
  ５．電話又はＦＡＸでの申込みは受理されない。 
  ６．参加の受理及びその内容               

   Ⅰ．申込みの受理された選手には締切り後大会事務局

  より参加受理又は参加拒否が通知される。 
   Ⅱ．参加受理された選手の参加を取消す場合には参加

  料は返還されない。 
   Ⅲ．参加を拒否された選手及び参加可否の通知以前に

  参加を取消す場合には参加料が返還される。 
  （但し、事務処理経費として２千円を差引く） 
   Ⅳ．ゼッケンナンバーは、主催者が大会毎に決定して

  参加受理書に記載される。 
   Ⅴ．ドライバーの変更は、原則としては出来ないが登

  録ドライバーが負傷等止む得ない理由で参加出

来  ない場合には、大会審査委員会の承認を得て変更

  出来る、但し変更手数料３，０００円を添え公式

  車両検査開始１０分前までに文書で大会事務局

に  届け出なければならい。 
   Ⅵ．ピットクルーの変更は出場受付までとし、変更手

  数料１，０００円を添えて文書で大会事務局に届

  け出しなければならない。 
   Ⅶ．車両の変更は、公式車両検査開始前までに変更手

  数料３，０００円を添えて文書で大会事務局に届

  け出なければならない、但し、いかなる理由があ

  っても公式車両検査終了後の車両変更は認めな

   い、又、スペアマシンの使用も認めな

い。 
第１１条 出場受付     
  １．参加が受理された選手は、当日行われる出場受付を受けな



 ければならない。 
  ２．出場受付時には、下記のものを呈示若しくは提出しなけれ

 ばならない。 
   Ⅰ．正式参加受理書 
   Ⅱ．その競技会開催期間中に有効なライセンス 
   Ⅲ．車両仕様書 
   Ⅳ．健康保健証（コピーでもよい） 
第１２条 身分証・通行証      
  １．交付されたクレデンシャルは、大会期間中確認しやすい位

 置に必ず着用しなければならない。 
  ２．車両通行証は参加車両１台につき１枚発行する。サービス

 カーは、大会事務局が交付する通行証に車両番号を記入し、

 車両前部の確認しやすい位置に貼付しなければならない。 
  ３．セントラルサーキット場内に於ける通行・駐車等の指示は、

 公式通知及び案内標識によって示され参加者はこの指示に

 従わなければならない。 
  ４．交付されるクレデンシャル・通行証は、他人に貸与したり

 転用したりしてはならない。 
  ５．クレデンシャル・通行証等を紛失又は破損した時は、大会

 事務局で再交付の手続きの上、再交付を受けること。但し、

 再交付手数料３，０００円が必要となる。 
第１３条 メディカルチェック    
  １．競技長が必要と判断した場合、ドライバーに対し大会医師

 又は指定医師によるメディカルチェックを要求し、競技出

 場の可否を決定できる。 
第１４条 ブリーフィング      
  １．参加する全てのドライバーは、ブリーフィングに出席しな

 ければならない。尚、欠席・遅刻したドライバーは再ブリ

 ーフィングを必ず受けること。但し、競技長がやむを得な

 いと判断した場合、３，０００円を徴収する。 
  ２．タイムスケジュールに示した以外にも必要に応じブリーフ

 ィングを行う場合がある。 
第１５条 車両検査          
  １．ＪＡＦ国内カート規則「カート競技会参加に関する規則」

 第３章第１１条及び第１２条に従って下記により行う。 
  ２．参加車両の車両検査及びドライバーの装備検査はタイムス

 ケジュールに従い、車両検査場に於いて行う。 
  ３．車両検査はドライバー本人が検査を受ける車両とともに指

 定時間内に下記のものを用意して車両検査場に集合しなけ

 ればならない。 
   Ⅰ．車両仕様書  
   Ⅱ．ヘルメット 

   Ⅲ．グローブ＆シューズ 
   Ⅳ．レーシングスーツ 
   Ⅴ．ガソリン証明証 
  ４．車両ゼッケンは、指定された字体のものを使用し走行中に

 脱落しないようしっかりと貼付すること。 
  ５．車両検査場に自動計測装置はしっかりと所定の場所に取り

 付けを行い検査を受けること。 
  ６．車両検査に車両を呈示することは、当該車両が全ての公式

 車両検査終了後に不適合が発見された場合には当該競技会

 から除外を含む罰則が課せられる。 
  ７．公式車両検査の結果、参加が不適当と判定された参加者、

 又は車検長による改善命令に応じない参加者は当該競技会

 から除外される。 
第１６条 ガソリン          
  １．競技会に使用出来るガソリンはセントラルグリッド（場内

 ガソリンスタンド）で販売される無鉛ガソリンのみとする。 
  ２．セントラルグリッド発行の給油証明書（５㍑以上の給油に

 発行）の提出を車両検査時に行う。 
  ３．指定ガソリンの成分表は下記のとおり。 
《ガソリン成分表》  

 レギュラーガソリン フォーミュラーシェル

販売価格 １５０円／㍑ １６０円／㍑

鉛の検出 検出されず 検出されず 
硫黄分 ３５ｐｐｍ ３０ｐｐｍ 
ベンゼン ２．８容量％ ２．５容量％ 
灯油混入率 ０ 容量％ ０ 容量％ 
実在ガム １ｍｇ／１００ｍ㍑ １ｍｇ／１００ｍ㍑

色 オレンジ オレンジ 
オクタン価 ９０．５ ９８．３ 
密度 ０．７３２６ ０．７５０２ 

銅板腐食 １ａ １ａ 
蒸気圧 ７３ｋＰａ ６９ｋＰａ 

酸化安定度 ２４０ｍｉｎ以上 ２４０ｍｉｎ以上 
蒸  留  性  状 

１０％留出温度 ４８゜Ｃ ４７゜Ｃ 
５０％留出温度 ８７゜Ｃ ８９゜Ｃ 
９０％留出温度 １４５゜Ｃ １４６゜Ｃ 

終点 １８８゜Ｃ １８０゜Ｃ 

 

残油量 １ 容量％ １ 容量％ 
第１７条 公式予選          
  １．公式予選はタイムトライアル方式とする。 
  ２．義務周回数は定めないが、最低１周はラップタイムが計測



 されなければならない。 
  ３．公式予選の参加台数が本規則の定める各クラス決勝出場代

 数を越える場合には、公式予選を複数の組に分けて行う場

 合もある。 
  ４．ウェイティング（繰り上げ出場）の場合 
   Ⅰ．ウェイティング希望者はウェイティング願書を予

  選正式結果発表後３０分以内に大会事務局に提

出  する。 
   Ⅱ．願書提出者のうち上位３名のものは、全装備にて

  スタート前チェックを済ませてコースインゲー

ト  にて待機する。 
   Ⅲ．フォーメーションラップ開始時点でリタイヤがな

  い場合には出走できない。 
  ５．公式予選通過者がグリッド数に満たなかった場合は、大会

 審査委員の承認を得、不可抗力により予選通過基準を達成

 しなかったドライバーが決勝レースに出場できる。この場

 合の手順は上記のウェイティングの方法に準ずる。 
  ６．ウェイティングで決勝レースに出場する場合、予選順位は

 最後尾とする。 
   Ⅰ．複数ドライバーがウェイティング出場の場合は予

  選中コースインしたドライバーを優先とし、コー

  スインした順番を順位とする。 
   Ⅱ．コースインしていない場合はゼッケン番号の若い

  順とする。 
第１８条 決勝レース 
  １．決勝レースに出走するドライバーは、タイムスケジュール

 によって定められた当該クラスのドライバーズミーティン

 グに必ず出席しなければならない。 
  ２．ドライバー及び参加車両は、決勝レースのコースイン前の

 指定された時間内に、技術委員によるスタート前チェック

 を受けなければならない。 
  ３．決勝レースの決勝出場台数は４８台と定める。 
  ４．決勝レースのスタート方式はスタンディングスタートとす

 る。 
  ５．スターティンググリッドは最前列２台とし、以下２台ずつ

 とするが、出走台数により ３：２ ３：２の配列もあり、

 この場合は公式通知により発表する。 
  ６．ポールポジションは最前列進行方向左側とする。 
  ７．各決勝レース終了は、トップ走者がチェッカーを受けてゴ

 ールした後３分経過時とする。 
  ８．フォーメーションラップ開始の合図の後、エンジンが始動

 せずフォーメーションラップに参加できない場合、全車ス

 タートした後に競技役員の援助でフォーメーションラップ

 に参加することが出来る。 
  ９．両クラスのエントリーが４８台に満たない場合には混走レ

 ースとする場合がある。 
 １０．スタートやり直しの場合、赤ランプを点灯した状態から赤

 ランプ両サイドに黄色点滅信号を表示し、再度スタートを

 ３分前表示からやり直しとする。この場合、周回数は２周

 減算とする。 
 １１．ゴール後の車両保管は入賞車両プラス１台とする。 
第１９条 参加者及びドライバーの遵守事項 
  １．全ての参加者は放言を慎み、スポーツマンシップに則った

 マナーを保つこと。 
  ２．大会期間中は競技役員の指示に従うこと。 
  ３．参加者は薬物等によって精神状態を操作したり飲酒しては

 ならず、許された場所以外での喫煙は厳禁とする。 
  ４．ピットクルーは安全上作業に相応しい服装であること。 
  ５．参加者は、ドライバー・メカニック及び召還したゲストに

 ついて責任を負うものとする。 
  ６．主催者・大会役員・競技役員・大会審査委員及び他の参加

 者の名誉を傷つける言動をしてはならない。 
第２０条 パドック 
  １．パドック内を競技車両で自走することは禁止される。 
  ２．パドック内におけるガソリン・オイル等の管理を十分に行

 い、こぼした場合は直ちに掃除すること。 
  ３．パドック内での混雑が予想されるの為、必ず指定された場

 所にサービスカーを駐車すること。 
  ４．車両・ヘルメット及び工具等の盗難には十分気を付けるこ

 と。これらの管理は参加者の責任として、主催者は一切の

 責任を負わないものとする。 
第２１条 決勝スタート 
  １．Ｆ－ＭＡＸはローリングスタート。 
 ＳＦＣはスタンディングスタートとする。 
  ２．タイムスケジュールに定める時間内に出走待機場所におい

 てスタート前チェックを受けること。時間内にスタート前

 チェックを受けない場合はリタイヤと見なし決勝レースに

 出走することができない。 
第２２条 スタート手順（Ｆ－ＭＡＸ） 
  １．スタート前チェック 
 タイムスケジュール示された時間内にウェイティングエリ

 アでスタート前チェックを受けること。 
  ２．スタート進行 
   Ⅰ．サイティングラップ 



  タイムスケジュール示されたスタート進行開始

時  刻になると、ウォームアップランのためにピット

  出口が開放される。 
 注．ウォームアップランは義務ではないので、フォーメー

   ションラップ開始５分前までにオフィシャルの指示に

   従いグリッドまで手で押していくことが出来る。 
   マシン調整は、自己のスターティンググリッド又はピ

   ット前作業エリアにてフォーメーションラップ３分前

   まで行うことが出来る。ただし給油は厳禁とする。 
   Ⅱ．フォーメーションラップ開始５分前 
  ピットレーン出口が閉鎖される。 
   Ⅲ．フォーメーションラップ開始３分前 
  ドライバーとそのメカニック１名及びドライバ

ー  のために傘を持つ１名及びプレス関係以外の全

員  はグリッド上より退去する。 
   Ⅳ．フォーメーションラップ開始１分前 
  ドライバーとそのメカニック１名以外の全員が

グ  リッド上より退去する。（プレス関係者も含む） 
   Ⅴ．フォーメーションラップ３０秒前 
  エンジン始動準備。その後、エンジン始動ボード

  掲示確認後エンジン始動。 
  エンジン始動ボードは開始１０秒前に表示され

る 
   Ⅵ．フォーメーションラップスタート 
  開始を示す緑旗が振られ、ペースカー先導により

  フォーメーションラップをスタートする。 
  フォーメーションラップは、メカニックの安全確

  保のため横一列ずつスタートし、走行中はグリッ

  ド配列を維持し追い越しは禁止する。尚、フォー

  メーションラップ開始の前後においてのエンジ

ン  ストールの場合、手を挙げて後続車両に伝え、そ

  の後競技役員の指示によりエンジン再始動を行

い  最後尾からフォーメーションラップに参加でき

   る。数回エンジン始動を試みても駄目

な場合、ピ  ットにて再整備の上、ピットスタート

とする。 
   Ⅶ．信号機及びポスト位置の確認 
  各信号機は黄点灯、ポストは黄旗を提示する。 
   Ⅷ．ペースカーピットイン 
  最終コーナーを立ち上がり隊列が整っていれば

ペ  ースカーはコーションランプ消灯後ピットイン

す  る。隊列が整っていない場合はもう１周フォーメ

  ーションラップを行い、決勝周回数は１周減算と

  する 
   Ⅷ．決勝スタート 
  ペースカーピットイン後も隊列を維持し走行を

続  け、スタートシグナルグリーン点灯と同時にチェ

  ッカーフラッグポストで緑旗を提示する。緑旗表

  示から加速してもよいがコントロールライン前

に  追い越を行ったした車両はペナルティの対象と

な  る。コントロールライン通過より決勝は開始され

  る。 
第２３条 スタート手順（ＳＦＣ） 
  １．スタート前チェック 
 タイムスケジュール示された時間内にウェイティングエリ

 アでスタート前チェックを受けること。 
  ２．スタート進行 
   Ⅰ．サイティングラップ 
  タイムスケジュール示されたスタート進行開始

時  刻になると、ウォームアップランのためにピット

  出口が開放される。 
 注．ウォームアップランは義務ではないので、フォーメー

   ションラップ開始５分前までにオフィシャルの指示に

   従いグリッドまで手で押していくことが出来る。 
   マシン調整は、自己のスターティンググリッド又はピ

   ット前作業エリアにてフォーメーションラップ３分前

   まで行うことが出来る。ただし給油は厳禁とする。 
   Ⅱ．フォーメーションラップ開始５分前 
  ピットレーン出口が閉鎖される。 
   Ⅲ．フォーメーションラップ開始３分前 
  ドライバーとそのメカニック１名及びドライバ

ー  のために傘を持つ１名及びプレス関係以外の全

員  はグリッド上より退去する。 
   Ⅳ．フォーメーションラップ開始１分前 
  ドライバーとそのメカニック１名以外の全員が

グ  リッド上より退去する。（プレス関係者も含む） 
   Ⅴ．フォーメーションラップ３０秒前 
  エンジン始動の準備 
   Ⅵ．フォーメーションラップスタート 
  開始を示すグリーンランプ及び緑旗が振られ、メ

  カニックは始動の補助の後、グリッドから退去す

  る。フォーメーションラップは、メカニックの安

  全確保のため横一列ずつスタートし、走行中は一

  列に行われ追い越しは禁止する。尚、フォーメー



  ションラップ開始の前後においてのエンジンス

ト  ールの場合、手を挙げて後続車両に伝え、その後

  競技役員の指示によりエンジン再始動を行いフ

ォ  ーメーションラップに参加できる。 
  数回エンジン始動を試みても駄目な場合、（３０

  秒を限度、又始動の距離はプラットフォームの１

  コーナーよりをエンジン始動最終位置とする。）

  ピットにて再整備の上、ピットスタートとする。 
   Ⅶ．信号機及びポスト位置の確認 
  各信号機は黄点灯、ポストは黄旗を提示する。 
   Ⅷ．決勝スタート前及び決勝スタート 
  再びグリッドに戻ってきたらコントロールライ

ン  上のオフィシャルが赤旗をもって待機しており、

  全車整列（各グリッドに線審がおり整列できたら

  グリッドボードが降ろされる。停止位置が著しく

  ずれている場合ボードは降ろされない。）後退去

  し、間もなく５ｓｅｃが信号機に表示され、その

  後レッドシグナル点灯 →３～５秒後にグリー

ン  シグナル点灯でスタートとなる。 
第２３条 ピットイン及びピットアウト 
  １．ピット前の直線部分に区画されたプラットフォームと黄線

 の間はピットイン及びピットアウト専用の通路（６０ｋｍ

 ／ｈ速度制限）、黄線とピットの間は（コンクリート路面）

 ピット作業のための作業エリアとなる。 
  ２．ピットインするドライバーは、最終コーナーイン側から離

 れず、後続者に片手を上げてピットインの意志表示を明確

 に行いピットインロード入口（黄色の破線部分）からピッ

 トインすること。 
  ３．ピットロード出口のピットシグナルについて 
   Ⅰ．グリーン点灯  コースイン可 
   Ⅱ．レッド点灯   コースイン不可 
   Ⅲ．イエロー点滅  コース上に走行車両有り 
  ドライバーは各自の責任に於いてコースインす

る  ことができる。 
  ５．ピットアウトでコースに復帰するドライバーは、減速地帯

 を出て第１コーナーを抜けるまでコース右側（イン側）に

 沿って走行しなければならず、その間、後続車両の走行を

 妨げてはならない。 
第２４条 走行中の遵守事項 
  １．ショートコース・ショートカットなどの規定コース外を走

 行してはならない。 
  ２．コース上のイエローラインをカットしてはならない 

  ３．予選・決勝レース終了後、ピット及びパドックへは規定の

 ピット進入路を走行し、緊急車両通路などを通って本コー

 ス外に出てはならない。 
 （別途オフィシャルの指示がある場合は除く） 
第２５条 得点（シリーズポイント）    
  １．得点はＪＡＦ地方カート競技選手権規定第２７条 
 『得点基準』に基づき与えられる。（表Ａ．Ｂ参照）

 表：Ａ．  
順位 得点 順位 得点 順位 得点

１位 ２５ ８位 １３ １５位 ６

２位 ２２ ９位 １２ １６位 ５ 
３位 ２０ １０位 １１ １７位 ４ 
４位 １８ １１位 １０ １８位 ３ 
５位 １６ １２位 ９ １９位 ２ 
６位 １５ １３位 ８ ２０位 １ 

 

７位 １４ １４位 ７   

 

 
・完走とは同クラス１位の７５％以上を周回しチェッカーを受けた 車

輌とする。 
   表：Ｂ．                                            

出場台数 得点対象 出場台数 得点対象 
４０台以上 ２０位まで ２４～２５台 １２位まで

 

３８～３９台 １９位まで ２２～２３台 １１位まで

３６～３７台 １８位まで ２０～２１台 １０位まで

３４～３５台 １７位まで １８～１９台 ９位まで

３２～３３台 １６位まで １６～１７台 ８位まで

３０～３１台 １５位まで １４～１５台 ７位まで

２８～２９台 １４位まで １２～１３台 ６位まで

 

２６～２７台 １３位まで １０～１１台 ５位まで

 

  ２．本体会での得点は『ダイナマイト・カートｉｎセントラル

 2007』のシリーズポイントに加算される。 
  ３．シリーズポイント 
   Ⅰ．シリーズポイントは全戦有効とする。 
   Ⅱ．各クラスごとに同一シリーズ戦を通じて最多得点

  を獲得したドライバーをチャンピオンとし、順次

  第２位第３位までを表彰する。 
   Ⅲ．シリーズ戦ランキングは同一シリーズ戦全５戦の

  ポイントを合計し得点の多い順とする。 
   Ⅳ．同ポイントの場合は上位入賞回数の多いドライバ

  ーを上位とする。 
   Ⅴ．Ⅲでも決定できない場合は最終戦順位の上位より

  順位を決定する。 



  ４．シリーズランキング１位～３位のドライバーは、次年度よ  

  りゼッケンナンバー１～３が与えられる。

第２６条 賞典 
  １．賞典の詳細については公式通知及び大会プログラムに示す。 
  ２．賞典対象者は決勝レースでの得点対象者とする 
第２７条 主催者の権限  
  １．出場申込みの受付に際して、その理由を示すことなく参加

 拒否することが出来る。 
  ２．競技長が必要と認めた場合、ドライバーに対し指定医師に

 よる健康診断書の提出を要求し、健康上の理由による競技

 出場の可否を最終的に決定する事が出来る。 
  ３．競技番号の指定あるいはピット割り当て等にあたり、各参

 加者の優先順位を決定することが出来る。 
  ４．大会スポンサーの広告を参加車両に貼付ることが出来る。 
  ５．やむを得ない理由により、公式プログラムの印刷に間に合

 わなかったドライバーの氏名登録、又は変更について審査

 委員会の承認により許可することが出来る。 
  ６．全ての参加者・ドライバー・ピットクルー及びその参加車

 両の音声・写真・映像等の報道・放送・放映・出版に関す 
る権限を有する。 
  ７．本体会を円滑に運営するため、審査委員会の同意を得るこ

 とにより、全ての事項についての決定権を行使することが

 出来る。 
第２８条 その他の遵守事項 
  １．ＪＡＦ国内カート競技規則集及び本特別規則を熟知しこれ

 を遵守すると共に、競技役員の指示に従って競技会の秩序

 維持に協力しなければならない。 
 競技開催中、何らかの理由によるコントロールタワーへの 

   呼出し要請にはエントラント代表と共に迅速に出頭しなけ  

  ればならない。 
  ２．安全確保を参加者全員が各自の責任に於いて常に留意して

 いなければならない。 
（大会期間中、車両の損害あるいは人員の死傷があった場合でも、その

責任は各自が負わなければならず、一切の賠償責任を追及することが出

来ないものとし、これを了承しなければならない。） 
  ３．全ての参加者は、自らの意思と責任に於いて参加するべき

 ものであることを深く認識し、万一の場合に備えて競技会

 の参加を家族に了解を得ておくと共に十分な自主責任体制

 を整えた上で参加しなければならない。 
第２９条 本特別規則書に記載されていない条項及び内容に関して

  は、ＪＡＦ国内カート競技規則集に準ずるものとする。 
第３０条 本特別規則の施行は本特別規則第１条に示される競技会

  に示されるものであり、当該競技会の参加申し込み受付

  開始と同時に有効となる。 
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車両規則（附則）  
 
 
 
   
  ＊ＳＦＣ１．ＳＦＣ２  
  ＊Ｆ－ＭＡＸ（Formula MAX）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注． 本規定の解釈に万一疑義が生じた場合は技術委員長の解釈

 を持って最終とする。 
 
 
 
 
 



 
 
ＳＦＣ１．ＳＦＣ２車両規則  
 
第１条 参加車両 
    ＪＡＦ国内カート競技車両規則のフォーミュラＣ（ＦＣ）

 クラスの改造範囲を基準としたリブレ車両とする。 
第２条 安全義務規定 
  １．緩み防止のため各締結部には、割ピン・ロックナット・ワ

 イヤーロック等を義務づける。 
  ２．水・燃料ホースの差込部にはバンド締めをすること。 
  ３．後方左右が確認できるミラーの装着を義務づける。 
  ４．計測装置及びパワージェットコントロール用以外でのバッ

 テリー装着は禁止される。 
 （２００８年度よりブレーキランプ搭載を義務とし、前倒

  しで本年度よりブレーキランプ装着を強く推奨する。） 
 
第３条 エンジン 
  １．排気量：１２５ｃｃ以下 
   Ⅰ．国産のモトクロス用のエンジンに限る。 
  （ＦＣ－ＹＺ１２５車両参加可能） 
   Ⅱ．標準でパワージェットが装着されている車両参加

  可能 
  ２．スペアエンジンは１基に限り登録することが出来るので、

 参加申し込み時に登録すること。 
  ３．ＳＦＣクラスは以下の改造が禁止される 
   Ⅰ．エンジン型式 
   Ⅱ．ピストンストローク 
   Ⅲ．シリンダー・シリンダーヘッド・クランクケース

  ギヤボックスの材質及び形状の変更 
   Ⅳ．クラッチ構造 
   Ⅴ．エンジン内部の部品の材質 
   Ⅵ．シリンダーピストンによるポートタイミング・ポ

  ートサイズ・一次・二次圧縮比 
   Ⅶ．リードバルブアッセンブリー 
   Ⅷ．マグネット本体 
 （焼付防止の為にデトネーションリング装着加工はシリン

  ダー・ヘッド共に認められる）） 
第４条 キャブレター 
  １．インジェクション・過吸装置は禁止する。 
 （但しパワージェットを標準装着されるキャブレターにつ

  いては取り除く必要はない） 

  ２．キャブレターの個数は１個までとする。 
  ３．使用するエンジンメーカー純正市販品に限り、無改造で装

 着できる構造であること。 
  ４．ベンチュリー直径は市販状態から口径拡大など一切の追加

 行を禁止する。 
第５条 ミッション 
  １．最低３段 最高６段までとする。 
  ２．電磁駆動による変則補助装置の搭載は認めない。 
第６条 ステアリング 
 閉じられた円形で、直径２５０mm以上とする。 
第７条 シート 
  １．シート最上部（ヘッドレスト部を除く）は、地上高３５０

 mm以上とする。 
  ２．シートは独立して形成されており、後方へ極端に寝かせて

 取り付けていないこと。 
第８条 ボティカウル 
  １．目的 
   ・接触時に他者との接触を最小限に抑えるために装着され 
 るものであり、しっかりとした強度が求められる 
   ・規定内における空力効果の追求は認められるも、上記趣旨

 に著しく逸脱し、空力性能向上のみを主要素としたものは

 競技から排除される可能性がある。 
  ２．材質 
 金属・ケプラーなどの材質の仕様は禁止される。 
  ３．構造 
 １．ａ．セパレートカウルとする。 
   ｂ．フロントフェアリング・フロントバンパーの取り

  付け 
    イ．２カ所以上で固定し、容易に脱落する構

   造であってはならない。 
    ロ．フロントタイヤ（ホイルを含む）の外側

   面は、フロントフェアリングの最大幅

よ   り片側で５０mm以上飛び出す構造であ

っ   てはならない。 
    ハ．前方オーバーハングは、フロントアクセ

   ルセンターより５００mm以下とする。 
       ニ．フロントフェアリング先端には、４００

   mm以上の垂直面があること。 
    ホ．タイヤの側面を被ってはならない。 
    ヘ．フェアリングがタイヤにオーバーハング

   する部分はフェアリングとタイヤの間

隔   が２０mm以上有ること 



 
  ２．フロントパネル 
   ａ．フロントパネルとステアリングホイールの間隔は、

  ５０mm以上有ること。 
   ｂ．幅は２５０mm以下とする。 
  ３．サイドボックス 
 最小２カ所で強固に固定し、十分な強度を有するアンダー

 パネル又はサブステーによる補強を義務づける。また、サ

 イドボックスの外側面より５０mm以上タイヤ（ホイルを含

 む）の外側面が飛び出す構造であってはならない。 
  ４．リアバンパー 
 最小直径１８mmの単一チューブとし、その両端はシャシー

 メンバーに連結されなければならない。 
   ａ．リアタイヤ（ホイルを含む）の外側面は、リアバ

  ンパーの最大幅より片側で５０mm以上飛び出す

構  造であってはならない。 
   ｂ．リアバンパーより後方へは如何なる突起も認めな

  い。 
     ｃ．最大高は、シートを除き４００mm以内とする。 
   ｄ．最大リヤトレッド幅は、１，４００mm以内とする。 
   ｅ．ロードクリアランスは、ドライバー乗車時におい

  て２５ｍｍ以上４０mm以下とする。 
  ５．取付方法：車体各部の取付は直径６mm以上のボルトを使用

 し、かつロックナットもしくは同様の強度を持つ物で固定

 されていること。 
  ６．ボディに穴をあける場合は、溝を除き50×90ｍｍ以下とす

 る。 
  ７．ボディーワークやバンパー類の固定や補強のためのアンダ

 ーパネルやステーの取付は認められるが、それらがドライ

 バーを傷つけるような構造（鋭利な部分が構造の末端を形

 成したり、衝突時にステー類が突き刺さるような構造）で

 あってはならない。 
第９条 ラジエター 
 ＪＡＦカート競技車両規則第２章第８条２８による。 
第１０条 キャッチタンク 
  １．キャブレターからのオーバーフローに対し、十分な容量で

 中が確認できるキャッチタンクを取り付を義務づける。

   ２．ガソリンキャッチタンク、ラジエターキャッチタン

ク、ク ランクケースオイルキャッチタンクは、吹き出し防止の為

 十分な容量のあるキャッチタンクの装着を義務づける。 
第１１条 ブレーキ 
 油圧式のもので４輪全てに作動しなければならず、前後輪

 の作動系統は、独立していなければならない。系統の一つ

 が故障した場合、他の系統において前輪または後輪を必ず

 制動するものでなければならない。 
第１２条 最低重量 
  １．１６５ｋｇ

  ２．最低重量を満たすためにバラストを積載する場合は、固形

 材料を使用し８mm以上のボルト、ナットで固定すること。 
第１３条 ゼッケン 
  １．ゼッケンナンバーは、大会毎に主催者が指定し参加受理書

 に記載される。 
  ２．ＪＡＦカート競技車両規則第２章第９条７による書体でか

 かれていること。 
  ３．ゼッケンカラー 
 ＳＦＣ１：白地に黒文字

 ＳＦＣ２：黄色地に黒文字

  ４．ゼッケンプレート 
   Ⅰ．ＪＡＦカート競技車両規則第２章第９条に従い記

  入すること。 
   Ⅱ．Ⅰとともにサイドカウルに同サイズのゼッケンが

  記入されていること。 
   Ⅲ．取付ステーは、直径10mm以上のパイプもしくは、

  厚さ２mm以上の鉄板とする。但し、スタビライザ

  ーの効力を持たせてはならない。 
第１４条 タイヤ 
 ドライ  ＳＬ０２までのスリックタイヤ（ＳＬ０７不可） 
 ウェット 一般市販ハイグリップタイヤ使用可能 
第１５条 燃料 
 サーキット内のガソリンスタンドで販売されている無鉛ガ

 ソリン及び一般市販オイルとし如何なる添加剤の使用も禁

 止される。 
第１６条 その他車両規定 
 ＪＡＦカート車両規則フォーミュラＣクラス車両規定によ

 る。 
 
 
 

大会組織委員会 
 
 
 
 
 



Ｆ－ＭＡＸ（Formula MAX）車両規則  
 
第１条 参加車両 
  １．ＪＡＦ国内カート競技車両規則ＦＣ－２及び本規則に準じ

 た車両とする。 
第２条 安全義務規定 
  １．ＳＦＣ１．ＳＦＣ２車両規定第２条に準ずる。 
  ２．リアバンパーにブレーキランプ装着を義務づける。プレー

 キランプは後続車から明瞭に見える位置に取り付け、ブレ

 ーキペダルと連動して発光する構造とし、それ以外の操作

 で発光させることはできない。但し、ウェット時における

 点滅表示機能はその限りではない。 
第３条 エンジン 
    ＲＯＴＡＸ ＦＲ１２５ＭＡＸとし、一切の改造は禁止さ

 れ外観・内部共に市販状態でなければならない。ただし、

 カーボン除去及び傷修正は研磨とみなされない限りおいて

 認められる。 
第４条 キャブレター 
 純正のデロルトキャブレター ＶＨＳＢ３４とし無改造と 
 する。 
第５条 ラジエター 
  １．純正品とし無改造とする。 
  ２．取付位置はメーカー指定通りとし、大幅な位置変更は認め

 られない。 
  ３．不凍液の使用は認められない 
  ４．ダクト・シャッターカバーの取付は自由とする。但し、そ

 の材質に金属を使用してはならない 
第６条 キャッチタンク 
  １．キャブレターからのオーバーフローに対し、充分な容量で

 中が確認できるキャッチタンクを取り付を義務づける。

   ２．フロート付きキャブレター、ミッションケース、ラ

ジエタ ーにはそれぞれ十分な容量のあるキャッチタンクの装着を

 義務づける。 
第７条 ブレーキ 
  １．フロントブレーキの装着は自由とする。 
  ２．フロントブレーキ装着の際、ブレーキシステムはＳＦＣ車

 両規則第１１条に準ずるものとしなければならない。 
第８条 ステアリング 
 閉じられた円形で、直径２５０mm以上とする。 
 
 
第９条 シート 

  １．シート最上部（ヘッドレスト部を除く）は、地上高３５０

 mm以上とする。 
  ２．シートは独立して形成されており、後方へ極端に寝かせて

 取り付けていないこと。 
第１０条 ボディカウル 
  １．目的 
   ・接触時に他者との接触を最小限に抑えるために装着され

  るものであり、しっかりとした強度が求められる。 
   ・スプリントカートサーキットに比べ、ドライバーは非常に

 高速で走行する状況下にある為、安全には十二分に配慮し

 た配置・構造であることが求められる。 
   ・規定内における空力効果の追求は認められるも、上記趣旨

 に著しく逸脱し、空力効果向上のみを主要素としたものは

 競技から排除される可能性がある。 
  ２．材質 
 金属・ケプラーなどの材質の使用は禁止される。 
  ３．最低地条高 
 ２５ｍｍ以上４０ｍｍ以内 
  ４．構造 
 １．ａ．セパレートカウルとする。 
   ｂ．フロントフェアリング・フロントバンパーの取り

  付け 
    イ．２カ所以上で固定し、容易に脱落する構

   造であってはならない。 
    ロ．フロントタイヤ（ホイルを含む）の外側

   面は、フロントフェアリングの最大幅

よ   り片側で５０mm以上飛び出す構造であ

っ   てはならない。 
    ハ．前方オーバーハングは、フロントアクセ

   ルセンターより５００mm以下とする。 
       ニ．フロントフェアリング先端には、４００

   mm以上の垂直面があること。 
    ホ．タイヤの側面を被ってはならない。 
    ヘ．フェアリングがタイヤにオーバーハング

   する部分はフェアリングとタイヤの間

隔   が２０mm以上有ること 
  ５．フロントパネル 
   ａ．フロントパネルとステアリングホイールの間隔は、

  ５０mm以上有ること。 
   ｂ．幅は２５０mm以下とする。 
  ６．サイドボックス 
   ａ．外観は最低３面のパネル面を有す箱形であること。 



   ｂ．最小２カ所で強固に固定し十分な強度を有するア

  ンダーパネル又はサブステーによる補強を義務

づ  ける。また、サイドボックスの外側面より５０mm

  以上タイヤ（ホイルを含む）の外側面が飛び出す

  構造であってはならない。 
  ７．リアバンパー 
 乗り上げ防止の為、リアバンパーは十分な強度有し、シャ

 シーメンバーに連結されなければならない。 
   ａ．リアタイヤ（ホイルを含む）の外側面は、リアバ

  ンパーの最大幅より片側で５０mm以上飛び出す

構  造であってはならない。 
   ｂ．リアバンパーより後方へ如何なる突起も認めない。 
   ｃ．最大リヤトレッド幅は、１，４００mm以内とする。 
  ８．取付方法：車体各部の取付は直径６mm以上のボルトを使用

 し、かつロックナットもしくは同様の強度を持つ物で固定

 されていること。 
  ９．ボディに穴をあける場合溝を除き50×90ｍｍ以下とる。 
 １０．ボディーワークやバンパー類の固定や補強のためのアンダ

 ーパネルやステーの取付は認められるが、それらがドライ

 バーを傷つけるような構造（鋭利な部分が構造の末端を形

 成したり、衝突時にステー類が突き刺さるような構造）で

 あってはならない。 
第１１条 最低重量 
  １．１５５ｋｇ

  ２．最低重量を満たすためにバラストを積載する場合は、固形

 材料を使用し８mm以上のボルト、ナットで固定すること。 
第１２条 ゼッケン 
 ＳＦＣ１．ＳＦＣ２車両規則第１３条の１．２．及び４． 
に準ずる。 
  １．ゼッケンカラーは次の通りとする。 
 Ｆｏｒｍｕｌａ ＭＡＸ：赤地に白文字

第１３条 タイヤ 
 タイヤは全車ワンメイクとし下記の通りとする。 
 ドライ  ブリヂストン製 ＹＧＫ

 ウェット 市販ハイグリップタイヤ（銘柄自由）

第１４条 その他車両規定 
 ＳＦＣ１．ＳＦＣ２車両規則第６条・第７条及び第１１条

 に準ずる。 
第１５条 燃料 
 ＳＦＣ１．ＳＦＣ２車両規則第１５条に準ずる。 

大会組織委員会 
 

 
 
 2005  DYNAMITE KART in CENTRAL 

 
 
 

特別規則書  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－主催－  
 

加盟ＫＡＲＴコース団体  
（株）セントラルサーキット  

 
 
 

 
 


